
 
 
   
 
 
 
 

高額な医療費を要する特定不妊治療（体外受精および顕微授精）を受けたご夫婦の経済的負担を軽減するため、特定不妊

治療に要した費用の一部を助成する特定不妊治療費助成については、治療の保険適用化に伴い、令和４年 4月 1日以降に治

療を開始する方の助成が廃止されました。 

大阪府では、保険適用移行により治療計画に支障が生じないよう、令和４年 3月 31 日以前に治療を開始した方の年度を

またぐ一回の治療についての経過措置を以下のとおり実施しておりますのでお知らせします。 

 
 

◆令和４年度の経過措置と申請期限について  

 １．経過措置の内容  

年度をまたぐ一回の治療については、令和４年度の助成対象 

とします。 

【助成要件等】 

① 対象の治療：・令和４年３月３１日までに開始し、令和４年４月１日以降に終了する保険適用外で実施した治療 

・令和４年３月３１日以前に凍結保存した胚を用いて、令和４年４月１日以降に治療を開始する 

保険適用外で実施したステージCの治療 

② 助成回数    ：１回限り（令和３年度以前に行った治療で既に上限回数に達しているものは対象外） 

③ その他    ：年齢制限、助成回数算定の考え方、助成金額等は現行制度（不妊に悩む方への特定治療支援事業）と 

同じです。 

 ２．申請期限  令和５年３月３１日（金） 

大阪府（大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市※1除く）にお住まいの方で 

助成に関するお問い合わせは下記又は府の保健所までお願いします。 
※1これらの市にお住まいの方は各市にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 
※3 

※2治療開始日 

①採卵準備のための投薬開始日 

②以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植を行うための投薬開始日 

③自然周期で採卵を行った場合は、投薬前の卵胞の発育モニターやホルモン検査等の実施日 

 

〔経過措置に関する Q&A〕 
Q1 令和３年度以前に行った特定不妊治療によって作られた受精胚を用いて、令和４年４月１日以降に開始したステージ Cの治療を受けた場合、 

経過措置として申請可能ですか？ 

A1 申請可能です。ただし、保険給付を受けた場合は助成対象外となります。 

 

Q2  男性不妊のみ令和３年度に始めた場合、女性の不妊治療についても経過措置の対象となりますか。 

  A2 主治医の判断に基づき、採卵前に男性不妊治療を行った場合の治療開始日は、男性不妊治療の開始日となるため、女性の治療開始が 
令和４年度に入ったのちであっても経過措置の助成対象となります。 

 

 

 

 

 

＜不妊・不育に関するご相談＞ 
おおさか不妊専門相談センター      

電話：０６－６９１０－８６５５       

 

相談電話は原則、水曜日と金曜日です。 

詳細はセンターのホームページを 

ご覧ください。 

 

不妊に悩む方への特定治療支援事業 
令和４年度における経過措置について 

【参考】 
制度の概要 

・対象者及び所得制限：夫婦（事実婚含む。一定の条件あり。）の所得制限なし 

・助成上限額：１回 30万円まで。凍結胚移植（採卵を伴わないもの）等は、1回 10万円まで。また、対象となる男性

不妊治療をあわせて行った場合は更に 30万円まで。 

・対象年齢：妻の年齢が 43歳未満 

・助成回数：１子ごとに初回の助成を受ける治療開始日※2の妻の年齢により 

40歳未満…１子ごとに６回まで 

40歳以上 43歳未満…１子ごとに 3回まで 

令和４年１月に採卵・体外受精を行い、胚凍結を実施。

令和４年５月に移植するような治療。 

【例】年度をまたぐ治療のイメージ 

＜助成金に関するお問い合わせ＞ 
大阪府健康医療部保健医療室地域保健課母子グループ 

電話：０６－６９４４－６６９８ 

 

制度の詳細や府の保健所の連絡先については 

大阪府のホームページをご覧ください。 

 

QRコード 

大阪府 不妊治療 検索 大阪府 不妊相談 検索 

QRコード 

— 期限間際の申請は、助成金の支払いまでに時間がかかる場合があります。余裕をもって申請願います。— 


